
二学会合同開催による学術集会(Neurosurgery Kinki Autumn meeting)の

収入及び支出の帰属に関する覚書

日本脳神経外科学会近畿支部（法人名 一般社団法人日本脳神経外科近畿）（以下「甲」と

いう）及び日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 （以下「乙」という）が、 学術集会を合

同で開催するにあたり、 学術集会の収入及び支出を各団体に帰属する方法について、以下

の通りに覚書を締結する。

（合同開催の同意）

第1 条 甲及び乙は、学術集会 Neurosurgery Kinki Autumn meeting を合同で開催するこ

とを合意するものとする。

（収入及び支出について）

第2 条 甲及び乙は、Neurosurgery Kinki Autumn meeting 開催に伴うすべての収入およ

ぴ支出を共有し、 学術集会の開催ごとに単一の預金口座を作成して管理する。

（預金口座の管理について）

第 3 条 第 2 条の預金口座の名義は「Neurosurgery Kinki 20xx Autumn meeting 代表〇

0」とし、同代表は日本脳神経外科学会近畿支部学術集会の当該会長とする。

（収入について）

第4 条 収入とは、次に掲げる項目をすべて含む。

学術集会参加費収入

企業共催セミナ ー収入

機器展示収入

書籍展示収入

広告掲載料収入

各学会あての寄附金

各学会本部からの補助金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
 

（支出について）

第5条 支出とは、次に掲げる項目をすべて含む。

① 学術集会運営会社の委託費用

② 会計処理業務費用

③ 会場費

④ 招待演者の旅費及ぴ謝金

⑤ その他主催団体が直接支出した費用

（財務処理について）




